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戦
後
の
葬
儀
慣
習
の
変
化
と
そ

の
意
味　
二
つ
の
個
人
化 

　
近
世
の
寺
請
檀
家
制
に
お
け
る
寺
院

は
、
仏
教
の
宗
教
施
設
で
あ
る
と
同
時

に
、「
家
」
共
同
体
の
先
祖
祭
祀
の
場
で

も
あ
っ
た
。
そ
の
構
成
員
の
生
活
を
支

え
る
家
産
（
土
地
や
「
店
」
な
ど
）
を

も
た
ら
し
て
く
れ
た
先
祖
を
祭
祀
し
、

家
産
を
い
か
に
次
代
に
継
承
す
る
か
が

重
要
な
関
心
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方

で
葬
式
は
、
タ
テ
の
系
譜
的
な
つ
な
が

り
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
家
が
存
在
し

て
い
る
地
域
社
会
で
の
家
同
士
の
ヨ
コ

の
つ
な
が
り
（
地
域
互
助
や
不
幸
音
信

帳
に
記
載
さ
れ
る
よ
う
な
累
代
的
な
贈

答
の
つ
き
あ
い
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら

れ
た
）
と
の
交
点
の
上
に
成
立
し
て
い

た
。
ま
た
、
葬
式
の
規
模
や
墓
の
大
き

さ
、
院
号
な
ど
戒
名
の
格
付
け
は
、
序

列
づ
け
ら
れ
た
家
格
の
上
に
成
り
立
っ

て
お
り
、祭
礼
な
ど
の
行
事
と
同
様
に
、

葬
儀
に
お
い
て
格
上
の
家
は
格
に
応
じ

た
経
済
的
な
負
担
を
す
る
必
要
が
あ
っ

た
。
地
域
に
は
「
共
葬
」
の
関
係
が
成

立
し
て
お
り
、
か
つ
て
寺
院
は
そ
の
中

心
に
位
置
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
い

え
る
。

①�

地
域
共
同
体
の
葬
儀
か
ら
の
「
家
」

も
し
く
は
家
族
の
葬
儀
へ
　

　
最
初
の
個
人
化

　
そ
う
し
た
個
々
の
「
家
」
の
集
団
か

ら
な
る
地
域
を
中
心
と
し
た
先
祖
祭
祀

の
あ
り
方
が
大
き
く
変
化
す
る
の
が
、

戦
後
、
特
に
高
度
経
済
成
長
期
を
迎
え

た
一
九
七
〇
年
代
で
あ
る
。全
国
的
に
、

①
中
心
儀
礼
の
変
化
：
葬
列
（
野
辺
送

り
）
か
ら
告
別
式
、
②
葬
儀
実
働
補
助

の
変
化
：
葬
式
組
か
ら
葬
儀
社
、
③
葬

法
の
変
化
：
土
葬
か
ら
火
葬
、
の
三
つ

が
並
行
す
る
形
で
、
葬
儀
慣
行
が
変
化

し
て
い
っ
た
。①
お
よ
び
②
の
変
化
は
、

就
業
形
態
が
農
業
な
ど
自
営
的
な
も
の

か
ら
勤
出
す
る
形
態
へ
と
変
わ
り
、
つ

き
あ
い
の
範
囲
が
広
く
か
つ
浅
く
な
る

こ
と
で
普
及
す
る
。
③
は
都
市
的
な
衛

生
習
慣
や
土
地
有
効
利
用
の
考
え
方
と

と
も
に
広
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ

ま
り
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
変
化
は
、
地

域
社
会
の
生
活
形
態
が
都
市
的
に
な
る

こ
と
、
す
な
わ
ち
生
活
様
式
の
「
都
市

化
」、特
に
職
住
関
係
の
変
化
が
大
き
く

関
係
し
て
い
る
。

　
そ
れ
に
よ
っ
て
葬
儀
を
行
う
意
味
づ

け
自
体
も
変
化
し
た
。
村
を
あ
げ
て
行

う
地
域
共
同
体
主
体
の
行
事
が
告
別
式

中
心
の
葬
儀
と
な
り
、
葬
祭
業
者
が
主

た
る
実
働
を
担
う
よ
う
に
な
る
と
、
葬

儀
は
喪
家
の
私
わ
た
く
しの
行
事
と
な
っ
た
。
ア

リ
エ
ス
が
『
死
を
前
に
し
た
人
間
』
の

中
で
述
べ
て
い
る
、
二
十
世
紀
初
め
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
死

者
が
も
っ
て
い
た
公
共
的
性
格
が
失
わ

れ
、
近
親
の
死
は
隠
す
べ
き
私
的
な
も

の
と
な
っ
て
い
っ
た
と
す
る
「
倒
立
し

た
死
」
の
状
況
と
相
通
ず
る
。

　
こ
う
し
た
変
化
は
葬
儀
や
先
祖
祭
祀

の
「
個
人
化
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

い
え
る
。
か
つ
て
の
葬
儀
は
、
地
域
が

主
体
と
な
っ
て
行
う
「
送
り
出
し
」
中

心
の
儀
礼
で
あ
っ
た
が
、
家
や
家
族
が

行
う
関
係
者
か
ら
の「
弔
問
を
受
け
る
」

行
事
へ
と
変
化
し
た
。
同
時
に
、戦
後
、

死
者
へ
の
直
接
対
処
を
専
門
家（
病
院
、

葬
祭
業
者
等
）
に
任
せ
、
一
定
の
処
理

が
な
さ
れ
る
ま
で
肉
親
で
あ
っ
て
も
死

者
と
直
接
接
触
す
る
こ
と
を
避
け
る
傾

向
が
強
ま
っ
た
。
映
画『
お
く
り
び
と
』

で
表
現
さ
れ
た
よ
う
に
、
お
く
り
び
と

と
は
地
域
の
仲
間
や
遺
族
で
は
な
く
葬

祭
業
者
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
戦
後
、冠
婚
葬
祭
互
助
会
が
発
達
し
、

葬
祭
業
者
は
情
報
産
業
と
し
て
の
性
格

を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
病
院
や

組
合
の
指
定
業
者
と
な
っ
た
り
、
新
聞

雑
誌
な
ど
に
広
告
を
出
す
よ
う
に
な

る
。
従
来
の
地
域
（
寺
院
檀
家
）
に
根

付
く
家
内
商
業
的
で
小
規
模
の
営
業
形

態
か
ら
、
積
極
的
に
浮
動
顧
客
を
つ
か

ま
え
る
業
態
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。

　
さ
ら
に
核
家
族
化
が
進
み
「
家
」
意

識
が
弱
ま
る
と
、
葬
儀
は
「
故
人
の
家

族
（
遺
族
）
連
合
」
の
行
事
と
な
る
。

葬
送
儀
礼
を
振
り
返
る
②　
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戦
後
、
多
く
の
人
が
勤
め
人
と
な
り
、

「
家
産
」の
継
承
と
い
う
こ
と
が
あ
ま
り

意
味
を
持
た
な
く
な
っ
た
。
一
般
的
に

は
、
子
ど
も
は
親
と
異
な
る
職
業
に
就

く
よ
う
に
な
り
、
職
住
分
離
に
よ
り
、

地
域
の
つ
き
あ
い
と
職
場
の
つ
き
あ
い

が
一
致
し
て
い
る
こ
と
の
方
が
稀
と
な

っ
た
。
都
市
部
に
お
い
て
は
喪
主
を
故

人
の
妻
が
つ
と
め
、
会
葬
者
の
多
く
は

故
人
の
関
係
者
で
は
な
く
、
故
人
の
子

ど
も
達
の
関
係
者
が
占
め
る
葬
儀
が
多

く
な
っ
て
い
っ
た
。

②�

自
己
表
現
と
し
て
の
葬
儀
　

　
第
二
の
個
人
化

　
平
成
以
降
に
は
、
特
に
大
都
市
部
を

中
心
に
、
従
来
の
葬
儀
や
墓
地
の
あ
り

方
に
つ
い
て
の
批
判
や
変
革
し
よ
う
と

す
る
動
き
が
い
く
つ
も
み
ら
れ
た
。
ひ

と
つ
に
は
継
承
者
が
い
な
い
人
間
の
墓

地
取
得
の
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
継

承
者
が
無
い
女
性
ら
が
無
縁
化
す
る
こ

と
を
問
題
と
し
て
結
成
さ
れ
た
「
女
の

碑
の
会
」
や
、
血
縁
の
継
承
者
で
は
な

く
同
じ
墓
地
に
入
る
人
々
が
共
同
で
祭

祀
を
行
う
「
も
や
い
の
会
」
な
ど
の
活

動
は
こ
の
こ
ろ
は
じ
め
ら
れ
た
。
さ
ら

に
「
葬
送
の
自
由
を
す
す
め
る
会
」
が

提
唱
す
る
「
自
然
葬
」
の
よ
う
に
、
遺

骨
を
山
や
海
に
撒
い
た
り
、
霊
園
内
の

区
画
に
撒
く
（
ス
キ
ャ
タ
リ
ン
グ
）
な

ど
、
従
来
の
よ
う
な
墓
地
を
持
た
な
い

運
動
も
お
こ
っ
た
。

　
葬
儀
で
は
、
生
前
に
本
人
の
葬
儀
の

や
り
方
の
希
望
を
書
い
た
遺
言
ノ
ー
ト

を
預
か
り
、
死
後
、
希
望
通
り
の
葬
儀

プ
ラ
ン
が
実
現
さ
れ
る
よ
う
に
補
助
す

る
ウ
ィ
ル
バ
ン
ク
（
遺
言
銀
行
）
が
話

題
に
な
っ
た
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。
ま

た
、寺
院
や
葬
祭
業
者
な
ど
依
頼
せ
ず
、

仲
間
ど
う
し
で
手
づ
く
り
の
葬
儀
を
実

現
し
よ
う
と
す
る
「
自
分
葬
」
の
運
動

が
マ
ス
コ
ミ
等
で
紹
介
さ
れ
た
。

　
こ
れ
ら
の
墓
地
や
葬
儀
の
あ
り
方
を

改
革
し
よ
う
と
す
る
運
動
は
、「
他
者

（
親
な
ど
）を
ど
う
葬
る
べ
き
か
」で
は

な
く「
自
分
自
身
が
ど
う
葬
ら
れ
る
か
」

と
い
う
視
点
か
ら
考
え
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。
従
来
的
な
家
を
中
心
と
し
た
葬

儀
よ
り
「
故
人
」
の
た
め
の
葬
儀
を
強

調
す
る
点
で
共
通
し
て
お
り
、
葬
式
を

葬
ら
れ
る
側
主
体
で
考
え
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
葬
儀
を
死
ん
で
ゆ

く
者
の
最
後
の
自
己
表
現
と
見
る
新
し

い
傾
向
は
、
さ
ら
に
進
ん
だ
第
二
段
階

目
の
葬
儀
の
個
人
化
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
従
来
、
知
人
の
親
の
葬
儀
に
会
葬
す

る
の
は
、
遺
族
を
弔
問
す
る
た
め
で
あ

り
、
半
ば
公
的
で
社
会
的
な
儀
礼
で
あ

っ
た
。
そ
の
一
方
、
亡
く
な
る
ま
で
親

密
な
関
係
を
保
っ
て
い
た
者
か
ら
み
れ

ば
、
葬
儀
は
故
人
を
偲
び
供
養
す
る
た

め
の
儀
礼
で
あ
り
、
個
人
的
、
私
的
な

行
事
と
な
る
。
近
年
、
後
者
の
考
え
方

の
方
が
一
般
的
に
な
り
、
肝
心
の
故
人

を
知
ら
な
い
会
葬
者
に
よ
る
葬
儀
は
、

義
理
に
よ
る
心
の
こ
も
ら
な
い
「
形
式

的
」
な
も
の
、
会
葬
者
に
よ
け
い
な
時

間
を
使
わ
せ
る
の
も
申
し
訳
な
い
と
し

て
避
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

③
少
子
高
齢
化
社
会
の
葬
儀

　
現
在
の
よ
う
に
社
会
の
高
齢
化
が
進

ん
で
、
か
な
り
の
割
合
の
人
が
八
十
歳

か
ら
九
十
歳
で
亡
く
な
る
よ
う
に
な
る

と
、
そ
の
子
ど
も
の
世
代
で
す
ら
社
会

的
に
は
リ
タ
イ
ヤ
し
て
い
る
こ
と
が
多

く
な
り
、
結
果
的
に
会
葬
者
は
減
っ
て

い
く
こ
と
に
な
る
。
高
齢
者
の
場
合
、

特
に
施
設
に
入
っ
て
る
場
合
な
ど
で

は
、
生
前
の
人
間
関
係
が
非
常
に
希
薄

に
な
り
、
葬
儀
に
呼
ぶ
べ
き
関
係
者
が

ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
い
う
状
況
に
な

る
。
最
近
の
都
内
葬
儀
に
つ
い
て
の
調

査
に
よ
れ
ば
、
通
常
の
葬
儀
で
も
会
葬

者
が
減
る
傾
向
が
あ
り
、
十
数
年
前
ま

で
は
百
人
～
百
五
十
人
く
ら
い
の
会
葬

が
あ
る
の
は
普
通
だ
っ
た
の
に
、
今
で

は
五
十
人
く
ら
い
の
会
葬
が
あ
れ
ば
多

い
方
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
き
て
い

る
。

　
近
年
、
火
葬
す
る
だ
け
で
僧
侶
に
依

頼
し
て
葬
儀
を
行
わ
な
い
「
直
葬
（
ち

ょ
く
そ
う
）」
や
、基
本
的
に
は
家
族
の

み
で
小
規
模
の
葬
儀
を
行
う「
家
族
葬
」

が
増
え
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
葬
儀
の

個
人
化
に
よ
り
、
葬
儀
に
お
け
る
自
己

表
現
の
幅
は
拡
が
っ
た
が
、
一
般
の
死

者
の
場
合
、
社
会
的
な
意
味
づ
け
を
も

た
せ
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
難
し
く
な

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

村
上
興
匡
（
む
ら
か
み
こ
う
き
ょ
う
）

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

　
一
九
六
〇
年
群
馬
県
生
ま
れ
。
東
京
大

学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
修
了
（
宗
教

学
）。
文
学
博
士
。
天
台
宗
総
合
研
究
セ
ン

タ
ー
研
究
員
。
群
馬
県
高
崎
市
天
台
宗
妙

典
寺
副
住
職
。
編
著
書
に
『
慰
霊
の
系
譜

―
死
者
を
記
憶
す
る
共
同
体
』『
社
葬
の
経

営
人
類
学
』
な
ど



パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

　
三
人
の
パ
ネ
ラ
ー
か
ら
の
発
言
が
終
わ

り
、
休
憩
中
に
来
場
者
か
ら
の
質
問
を
集

約
し
、コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
司
会
の
も
と
、

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ

た
。
質
問
内
容
に
つ
い
て
は
、
自
死
に
つ

い
て
の
相
談
や
精
神
疾
患
者
へ
の
対
応
に

つ
い
て
の
質
問
が
多
く
、
ほ
か
に
直
葬
や

樹
木
葬
を
含
め
た
葬
儀
業
界
や
石
材
業
界

の
現
状
に
つ
い
て
、
お
布
施
等
の
寺
院
に

支
払
う
金
額
に
関
す
る
相
談
内
容
に
つ
い

て
の
質
問
が
出
さ
れ
た
。

い
た
だ
い
た
縁
を
育
む

岩
田
師　
私
た
ち
は
、
匿
名
で
相
談
を
受

け
て
お
り
、
内
容
に
つ
い
て
は
特
定
し
や

す
い
ケ
ー
ス
も
あ
る
た
め
開
示
し
て
お
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
者
に

対
応
す
る
た
め
、
相
談
員
の
た
め
の
研
修

会
を
定
期
的
に
開
催
し
て
お
り
ま
す
。
相

談
者
に
は
常
連
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

傾
聴
に
徹
し
て
、
相
談
者
が
納
得
す
る
ま

で
何
時
間
で
も
お
話
し
を
聞
い
て
お
り
ま

す
。
相
談
者
に
「
お
坊
さ
ん
は
私
の
話
を

聞
い
て
く
れ
る

ん
だ
」
と
思
っ

て
い
た
だ
け
る

こ
と
が
最
初
の

一
歩
だ
と
思
い

ま
す
。
電
話
を
い
た
だ
い
た
こ
と
を
一
つ

の
縁
と
し
て
、
出
来
る
か
ぎ
り
縁
を
大
切

に
育
ん
で
い
く
こ
と
が
、
相
談
者
の
心
の

ケ
ア
に
繋
が
っ
て
い
く
の
で
は
と
思
っ
て

い
ま
す
。

葬
儀
の
意
義
を
一
般
社
会
に

松
本
氏　
葬
儀
と
い
う
儀
礼
を
伴
わ
な
い

で
火
葬
す
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
散
骨
や
樹
木
葬
に
対
す
る
消
費
者

の
傾
向
が
あ
り
、
こ
れ
は
マ
ス
コ
ミ
の
影

響
が
あ
る
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

　
最
近
は
相
談
時
間
が
長
く
な
っ
て
お
り

ま
す
。
私
ど
も
も
傾
聴
を
基
本
に
相
談
者

（
特
に
ご
遺
族
）
に
寄
り
添
い
、耳
を
傾
け

て
お
り
ま
す
。
し
か
し
そ
の
裏
で
は
、
ご

遺
骨
を
引
き
取
ら
な
い
と
い
う
ケ
ー
ス
が

あ
り
ま
す
。
ご
遺
骨
を
モ
ノ
の
よ
う
に
取

り
扱
う
現
代
社
会
に
、
危
機
感
を
持
っ
て

お
り
ま
す
。
僧
侶
の
皆
様
に
は
、
ご
自
坊

の
檀
信
徒
や
門
徒
さ
ま
だ
け
で
な
く
、
広

く
一
般
社
会
に

ご
葬
儀
の
意
義

を
発
信
し
て
ほ

し
い
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

開
か
れ
た
ご
寺
院
を

大
代
氏　

墓
の
継
承
者
が
い
な
い
理
由

で
、
散
骨
や
樹
木
葬
を
選
択
す
る
消
費
者

が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
ま
た
樹
木
葬
に

お
い
て
、
墓
地
管
理
に
関
す
る
ク
レ
ー
ム

が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
僧
侶
の
皆
様
に

は
、
樹
木
葬
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
お

考
え
に
な
ら
れ

て
い
る
の
か
、

い
ず
れ
伺
う
こ

と
が
で
き
れ
ば

あ
り
が
た
い
で

す
。
ま
た
、
改
葬
に
伴
う
料
金
の
問
い
合

わ
せ
と
一
緒
に
、
離
檀
に
際
し
て
改
葬
元

の
寺
院
に
収
め
る
金
額
の
相
談
や
、
お
布

施
の
金
額
の
相
談
も
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど

も
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
菩
提
寺
の
住
職

に
相
談
す
れ
ば
解
決
で
き
る
内
容
が
、
少

な
く
な
い
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。
で
き

る
か
ぎ
り
、
消
費
者
の
声
を
お
聞
き
い
た

だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
電
話
相
談
を
実
施
し
て
い
る
三
団
体
に

よ
る
パ
ネ
ル
討
論
は
、
興
味
深
い
も
の
で

あ
っ
た
。
ま
ず
気
づ
か
さ
れ
た
の
は
、
ネ

ッ
ト
社
会
と
な
っ
た
今
日
で
も
電
話
が
重

要
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と
し

て
機
能
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も

単
な
る
相
談
に
と
ど
ま
ら
ず
、
“
常
連
”

の
会
話
を
ひ
た
す
ら
聞
く
姿
勢
も
併
せ
持

つ
。
そ
う
し
た
場
合
、
ネ
ッ
ト
社
会
と
は

無
縁
の
高
齢
者
が
主
な
よ
う
で
、
相
談
員

は
話
し
相
手
と
な
る
。
す
な
わ
ち
電
話
が

高
齢
者
と
社
会
を
結
ぶ
唯
一
の
接
点
に
な

っ
て
い
る
の
だ
。

　
寺
院
で
は
、
葬
儀
の
ほ
と
ん
ど
は
檀
信

徒
や
門
徒
で
あ
り
、そ
の
た
め
“
身
内
”

意
識
が
強
く
、
説
明
が
疎
か
に
な
り
が
ち

の
よ
う
だ
。
し
か
し
檀
信
徒
や
門
徒
の
世

代
交
代
が
進
み
、そ
う
し
た
意
識
は
薄
い
。

不
特
定
多
数
を
対
象
と
す
る
仏
教
界
以
外

の
業
界
は
す
べ
て
消
費
者
と
し
て
捉
え
、

情
報
開
示
し
業
界
の
自
浄
作
用
の
一
環
に

相
談
業
務
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
檀
信
徒

や
門
徒
と
は
い
え
同
時
に
消
費
者
で
あ
る

と
い
う
視
点
が
寺
院
側
に
も
望
ま
れ
る
時

代
に
な
っ
た
。

　
今
回
の
よ
う
な
研
修
会
は
、
各
業
界
の

利
害
が
絡
む
た
め
、一
つ
の
卓
に
つ
く
の
は

難
し
い
と
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
企

画
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
葬
儀
や
埋
葬

を
含
む
お
墓
の
継
承
な
ど「
死
」を
め
ぐ
る

状
況
が
劇
的
な
変
化（
簡
略
化
・
多
様
化
）

に
直
面
し
、
各
業
界
が
危
機
感
を
抱
い
た

か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
周
辺
業
界
は
仏

教
界
以
上
に
そ
れ
を
実
感
し
て
い
る
よ
う

だ
っ
た
。
そ
の
点
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
情
報

と
課
題
を
共
有
で
き
た
意
義
は
大
き
い
。

大代賢一氏
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一
般
の
方
々
の
疑
問
や
質
問
と
は

　
　
　
　
─
電
話
相
談
か
ら
見
え
る
も
の
─

�

広
報
委
員
会
研
修
会
開
催
報
告
②

見
直
さ
れ
る
電
話
の
機
能

　
─
檀
信
徒
で
も
消
費
者
と
い
う
視
点
が
必
要
─

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
　（
株
）仏
教
タ
イ
ム
ス
社
編
集
長
　
工
藤
信
人
氏

岩田智充師

松本勇輝氏



　
本
会
加
盟
宗
派
を
対
象
に
し
た
「
第
三
回
宗
派

代
議
員
会
議
」
を
、
四
天
王
寺
大
学
サ
テ
ラ
イ
ト

キ
ャ
ン
パ
ス
（
大
阪
・
あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス
）
で
、

「
第
三
回
都
道
府
県
仏
教
会
・
仏
教
団
体
代
議
員

会
議
」
を
、
ア
ク
ト
シ
テ
ィ
浜
松
を
会
場
に
、
十

月
八
日
及
び
十
月
十
日
に
開
催
し
た
。
当
日
は
野

村
證
券
株
式
会
社
の
塚
嵜
智
志
氏
（
金
融
公
共
公

益
法
人
部
）
を
講
師
に
、
人
口
減
少
に
係
る
諸
問

題
に
つ
い
て
講
演
い
た
だ
き
な
が
ら
、
出
席
者
か

ら
人
口
減
少
に
係
る
宗
教
法
人
へ
の
意
見
や
本
会

に
対
す
る
要
望
等
を
ヒ
ア
リ
ン
グ
し
た
。

　
「
代
議
員
会
議
」
と
は
、本
会
評
議
員
就
任
宗
派

以
外
の
九
十
五
団
体
か
ら
な
る
組
織
体
で
あ
り
、そ

の
う
ち
加
盟
四
十
九
宗
派
で
構
成
さ
れ
る
会
議
を

「
宗
派
代
議
員
会
議
」、加
盟
都
道
府
県
仏
教
会・
仏

教
団
体
四
十
六
団
体
で
構
成
さ
れ
る
会
議
を
「
都

道
府
県
仏
教
会
・
仏
教
団
体
代
議
員
会
議
」
と
呼

称
し
て
い
る
。
本
会
理
事
会
や
評
議
員
会
に
対
し

て
、
伝
統
仏
教
界
に
関
す
る
施
策
や
本
会
の
活
動

に
対
す
る
提
言
を
す
る
、
本
会
運
営
の
一
端
を
担

う
会
議
で
あ
り
、今
回
で
三
回
目
の
開
催
と
な
る
。

　
講
演
で
は
、
野
村
證
券
の
塚
嵜
氏
か
ら
「
寺
院

を
取
り
巻
く
環
境
変
化
～
人
口
減
少
問
題
を
迎
え

て
～
」
と
題
し
、
一
般
企
業
か
ら
の
依
頼
で
作
成

し
た
、
各
都
道
府
県
の
都
市
圏
や
地
域
圏
と
い
う

小
さ
な
カ
テ
ゴ
リ
を
念
頭
に
お
い
た
、
人
口
動
態

や
産
業
構
造
が
示
さ
れ
て
い
る
詳
細
な
資
料
を
も

と
に
講
演
を
い
た
だ
い
た
。内
容
は
以
下
の
通
り
。

【
内
容
要
約
】

・�

宗
教
法
人
の
聖
の
部
分
（
宗
教
的
側
面
）
と
俗

の
部
分
（
世
俗
的
側
面
）
の
二
面
性
を
理
解
す

る
必
要
が
あ
る

・�

現
在
の
社
会
情
勢
を
踏
ま
え
る
と
、
宗
教
的
側

面
や
宗
教
法
人
と
し
て
の
本
質
を
後
世
に
継
承

す
る
た
め
に
も
、
世
俗
的
側
面
へ
の
理
解
と
柔

軟
な
対
応
が
必
要
で
あ
る

・�

日
本
の
人
口
動
向
を
み
る
と
、
二
十
一
世
紀
は

「
人
口
急
減
の
百
年
」
に
な
る

・�

二
十
一
世
紀
前
半
は
高
齢
人
口
が
多
く
、
生
産

年
齢
人
口
が
少
な
い
「
人
口
オ
ー
ナ
ス
期
」
に

入
り
、
一
層
の
少
子
化
、
多
死
化
（
高
齢
者
）

が
進
み
、
人
口
減
少
に
拍
車
が
か
か
る

・�

人
口
減
少
を
踏
ま
え
る
と
、
都
道
府
県
別
の
人

口
予
測
だ
け
で
な
く
、
各
都
道
府
県
の
都
市
圏

や
地
域
で
考
え
る
ミ
ク
ロ
的
な
対
応
が
必
要
に

な
る

・�

岡
山
県
を
例
に
と
る
と
、
岡
山
都
市
圏
と
井
原

都
市
圏
で
は
人
口
構
成
や
経
済
基
盤
力
、
出
生

力
、
婚
姻
の
多
少
等
、
詳
細
に
見
て
い
く
と
、

か
な
り
の
違
い
が
浮
き
彫
り
に
な
る

・�

大
き
な
地
域
単
位
で
は
な
く
、
各
地
域
の
分
析

を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
寺
院
と
い
う
地
域
基

盤
を
な
す
法
人
に
求
め
ら
れ
る
役
割
に
も
、
違

い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る

・�

日
本
人
の
宗
教
性
や
派
生
す
る
檀
信
徒
の
意
識

行
動
の
変
化
も
併
せ
て
理
解
し
、
寺
院
と
し
て

の
対
応
と
宗
派
と
い
う
様
々
な
地
域
を
網
羅
す

る
組
織
体
で
ど
の
よ
う
な
対
応
が
で
き
る
か
を

検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る

・�

現
在
は
大
き
な
転
換
点
に
あ
る
こ
と
を
認
識

し
、
今
後
の
対
応
策
が
打
て
て
い
る
か
を
考
え

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る

　
ま
た
、
会
議
で
は
出
席
委
員
か
ら
様
々
な
意
見

を
い
た
だ
い
た
。
意
見
は
以
下
の
通
り
。

【
宗
派
代
議
員
会
議
委
員
の
意
見
要
約
】

・�

塚
嵜
氏
の
講
演
の
と
お
り
、
人
口
減
少
時
代
を

迎
え
て
、
宗
門
系
の
大
学
経
営
は
厳
し
さ
を
増

し
て
い
る

・�

文
化
庁
主
催
の
「
不
活
動
法
人
対
策
研
修
会
」

で
不
活
動
と
さ
れ
る
法
人
の
問
題
で
包
括
宗
教

法
人
が
成
す
べ
き
こ
と
や
対
応
は
ど
の
よ
う
に

す
べ
き
か

・�

寺
院
が
関
わ
る
幼
稚
園
や
保
育
園
が
国
の
認
定

す
る
認
定
こ
ど
も
園
へ
移
行
す
る
中
、
幼
稚
園

の
所
管
庁
は
文
部
科
学
省
、
保
育
園
は
厚
生
労

働
省
と
旧
来
の
ま
ま
で
あ
る

・�

総
合
園
の
構
想
当
初
は
、
幼
稚
園
・
保
育
園
を

統
合
し
た
所
管
庁
で
法
規
、
私
立
助
成
金
、
建

築
基
準
な
ど
様
々
な
一
元
化
を
図
る
は
ず
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
各
寺
院
の
所
属
宗
派
の
宗
教
教

育
や
仏
教
儀
礼
を
お
こ
な
っ
て
き
た
が
、
認
定

こ
ど
も
園
と
な
る
中
で
、
入
園
児
の
保
護
者
の

理
解
が
得
ら
れ
な
い
事
態
も
し
ば
し
ば
で
て
き

て
い
る

・�

講
演
の
中
で
示
さ
れ
た
寺
院
の
運
営
で
、
東
京

デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
を
モ
デ
ル
に
し
た
考
え
方

な
ど
、
宗
派
あ
る
い
は
宗
教
法
人
を
考
え
る
際

の
参
考
に
な
っ
た

【
都
道
府
県
仏
教
会
・
仏
教
団
体
代
議
員
会
議
委

員
の
意
見
要
約
】

・�

仏
教
会
と
し
て
、
年
金
生
活
者
や
生
活
困
窮
者

に
対
し
て
、
行
政
と
の
関
係
を
構
築
し
、
何
ら

か
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
で
き
な
い
か

・�

宗
教
法
人
の
課
税
問
題
に
関
す
る
公
益
事
業
を

視
野
に
研
修
会
の
開
催
は
で
き
な
い
か

・�

高
齢
者
の
孤
独
死
問
題
に
対
し
て
、
仏
教
会
や

寺
院
で
の
協
力
が
で
き
な
い
か

・�

本
質
的
な
問
題
は
僧
侶
自
身
に
あ
る
の
で
は
な

い
か

●
出
席
者
（
◎
は
議
長
　
○
は
副
議
長
）

①
第
三
回
宗
派
代
議
員
会
議

【
出
席
代
議
員
】

○
吉
田
明
良
（
和
宗
）

・
草
野
貞
男
（
孝
道
教
団
）

・
一
宮
良
範
（
念
法
眞
教
）

・
糟
谷
眞
教
（
真
言
宗
国
分
寺
派
）

・
今
井
章
圓
（
真
言
宗
中
山
寺
派
）

・
野
澤
密
孝
（
信
貴
山
真
言
宗
）

・
吉
村
増
亮
（
東
寺
真
言
宗
）

・
八
木
浄
顯
（
真
宗
佛
光
寺
派
）

・
木
村
信
安
（
黄
檗
宗
）

◎
三
吉
廣
明
（
法
華
宗
〈
本
門
流
〉）

・
平
岡
昇
修
（
華
厳
宗
）

・
笹
尾
正
道
（
真
言
律
宗
）

・
西
山
明
彦
（
律
宗
）

�

以
上
十
三
名

【
出
席
理
事
】

・
齋
藤
明
聖
（
理
事
長
・
真
宗
大
谷
派
）

・
桶
屋
良
祐
（
念
法
眞
教
）

・
石
堂
恵
眼
（
真
言
宗
中
山
寺
派
）

�

以
上
三
名

②�

第
三
回
都
道
府
県
仏
教
会
・
仏
教
団
体
代
議

員
会
議

【
出
席
代
議
員
】

・
工
藤
裕
雅
（
青
森
県
仏
教
会
）

・
井
澤
孝
一
（
神
奈
川
県
仏
教
会
）

・
磯
貝
大
徹
（
山
梨
県
仏
教
会
）

◎
荻
須
眞
教
（
長
野
県
仏
教
会
）

・
梶
浦
琢
磨
（
静
岡
県
仏
教
会
）

・
舎
人
経
昭
（
愛
知
県
仏
教
会
）

・
前
阪
良
憲
（
滋
賀
県
仏
教
会
）

・
吉
田
清
順
（
京
都
仏
教
会
）

・
亀
山
俊
巨
（
岡
山
県
佛
教
会
）

・
岡
部
義
典
（〈
一
社
〉 

徳
島
県
仏
教
会
）

○
弘
中
康
之
（
宮
崎
県
仏
教
連
合
会
）

・
末
廣
久
美
（〈
公
社
〉 

全
日
本
仏
教
婦
人
連
盟
）

・
髙
山
久
照
（〈
公
社
）
日
本
仏
教
保
育
協
会
）

【
代
理
出
席
】

・
大
坂
浩
規
（
東
京
都
仏
教
連
合
会
）

・
山
川
哲
平
（
京
都
府
仏
教
連
合
会
）

�

以
上
十
五
名
（
内
、
代
理
出
席
二
名
）

【
出
席
理
事
】

・
齋
藤
明
聖
（
理
事
長
・
真
宗
大
谷
派
）

・
和
田
大
雅
（
神
奈
川
県
仏
教
会
）

・
伊
藤
正
導
（
愛
知
県
仏
教
会
）

�

以
上
三
名
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第
三
回
宗
派
代
議
員
会
議
、

都
道
府
県
仏
教
会
・
仏
教
団
体
代
議
員
会
議
開
催



　
本
年
二
月
十
四
日
に
日
本
で
初
開
催
し
た

InterFaith

駅
伝
（
諸
宗
教
間
交
流
駅
伝 

以

下
「
Ｉ
Ｆ
駅
伝
」）
を
、来
年
二
月
十
五
日
京

都
マ
ラ
ソ
ン
２
０
１
５
に
併
設
し
、
第
二
回

目
を
開
催
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
本
年
六
月
九
日
に
開
催
さ
れ
た
京
都
マ
ラ

ソ
ン
実
行
委
員
会
に
お
い
て
、
第
二
回
目
の

Ｉ
Ｆ
駅
伝
開
催
が
正
式
に
承
認
さ
れ
た
こ
と

を
受
け
、
本
会
が
事
務
局
を
担
い
、
主
催
団

体
と
な
る
Ｉ
Ｆ
駅
伝
日
本
実
行
委
員
会
を

（
公
財
）
日
本
宗
教
連
盟
、京
都
府
宗
教
連
盟

を
構
成
す
る
各
団
体
の
協
力
で
組
織
し
、
十

月
九
日
に
第
一
回
Ｉ
Ｆ
駅
伝
日
本
実
行
委
員

会
を
開
催
し
た
。

　
来
年
の
開
催
で
は
、
本
年
同
様
、
国
内
外

の
宗
教
者
四
十
名
が
十
チ
ー
ム
に
分
か
れ
、

京
都
マ
ラ
ソ
ン
２
０
１
５
の
コ
ー
ス
上
に
あ

る
宗
教
施
設
等
を
中
継
所
と
し
、
教
義
の
違

い
を
超
え
、
世
界
平
和
と
東
日
本
大
震
災
復

興
を
祈
り
、
都
大
路
を
駆
け
抜
け
る
。

　
開
催
概
要

日
　
時
：
二
〇
一
五
年
二
月
十
五
日
（
日
）

　
　
　
　
午
前
九
時
ス
タ
ー
ト

コ
ー
ス
：�
京
都
マ
ラ
ソ
ン
２
０
１
５
に
準
ず

る

主
　
催
：InterFaith

駅
伝
日
本
実
行
委
員
会

後
　
援
：�

京
都
市
、（
公
財
）日
本
宗
教
連
盟
、

京
都
府
宗
教
連
盟

　InterFaith

駅
伝
と
は
、
信
仰
の
異
な
る

宗
教
者
（
例
：
仏
教
・
神
道
・
キ
リ
ス
ト
教
・

イ
ス
ラ
ム
教
）で
四
人
一
チ
ー
ム
を
つ
く
り
、

世
界
平
和
を
願
う
タ
ス
キ
を
繋
ぎ
ゴ
ー
ル
を

目
指
す
駅
伝
で
、
ド
イ
ツ
人
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
正
教
師
の
「
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
た
諸
宗
教

間
交
流
の
架
け
橋
を
作
る
」
と
い
う
発
案
で

誕
生
し
た
。「
一
つ
の
世
界
を
目
指
す
マ
ラ
ソ

ン
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

IN
G

ナ
イ
ト
マ
ラ
ソ
ン
を
中
心
に
開
催
さ
れ

て
い
る
。

　
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て

http://interfaith-japan.com
/

InterFaith

駅
伝
２
０
１
５
開
催
決
定

InterFaith駅伝2014の模様
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十
月
二
十
二
日
、
本
会
財
団
創
立
六
十

周
年
に
関
す
る
事
業
推
進
の
た
め
、
財
団

創
立
六
十
周
年
記
念
事
業
第
一
回
実
行
委

員
会
（
以
下　
実
行
委
員
会
）
を
、
東
京

の
増
上
寺
会
館
を
会
場
に
開
催
し
た
。
当

日
は
本
会
理
事
及
び
加
盟
団
体
推
薦
委
員

約
七
十
名
が
出
席
し
、
記
念
事
業
の
大
綱

や
予
算
に
関
す
る
説
明
と
と
も
に
、
事
業

ご
と
に
分
か
れ
た
部
会
で
内
容
を
精
査
し

た
。

　
本
会
は
、
一
九
五
七
（
昭
和
三
十
二
）

年
八
月
二
十
三
日
に
財
団
法
人
と
し
て
活

動
を
始
め
、
二
〇
一
七
（
平
成
二
十
九
）

年
に
財
団
創
立
六
十
周
年
を
迎
え
る
。
記

念
事
業
の
内
容
は
、
全
日
本
仏
教
徒
会
議

の
被
災
地
で
の
開
催
と
、
W
F
B
（
世
界

仏
教
徒
連
盟
）
世
界
仏
教
徒
会
議
の
日
本

大
会
開
催
の
二
つ
を
柱
と
し
て
い
る
。

　
東
日
本
大
震
災
発
生
以
後
、
加
盟
団
体

で
は
様
々
な
支
援
活
動
を
現
在
も
継
続
し

て
実
施
し
て
お
り
、
本
会
も
継
続
し
た
支

援
活
動
の
一
環
と
し
て
、
被
災
地
で
の
僧

侶
の
活
動
を
支
援
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う

中
で
、
財
団
創
立
六
十
周
年
と
な
る

二
〇
一
七
年
は
、
二
〇
一
一
年
に
発
生
し

た
東
日
本
大
震
災
の
七
回
忌
と
、

一
九
九
五
年
に
発
生
し
た
阪
神
・
淡
路
大

震
災
の
二
十
三
回
忌
に
あ
た
る
。
財
団
創

立
六
十
周
年
の
節
目
の
年
が
、
上
記
震
災

の
各
回
忌
に
あ
た
る
こ
と
は
、
犠
牲
者
へ

の
哀
悼
の
意
を
、
伝
統
仏
教
界
を
挙
げ
て

改
め
て
捧
げ
る
機
会
と
な
る
。
同
時
に
、

現
在
も
大
変
困
難
な
生
活
を
余
儀
な
く
さ

れ
て
い
る
被
災
者
の
皆
様
に
対
す
る
、
伝

統
仏
教
界
を
挙
げ
た
支
援
活
動
の
継
続

と
、各
寺
院
に
よ
る
地
域
と
連
携
し
た「
備

災
」
を
通
し
た
、
よ
り
一
層
の
地
域
貢
献

を
決
意
す
る
機
会
と
も
な
る
。
事
業
大
綱

に
は
「
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
で
の
開

催
を
目
指
し
」
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
関

係
団
体
と
連
絡
を
と
り
な
が
ら
、
実
現
に

向
け
て
取
り
組
ん
で
い
く
。

　
W
F
B
（
世
界
仏
教
徒
連
盟
）
世
界
仏

教
徒
会
議
の
日
本
大
会
開
催
に
つ
い
て
、

前
述
し
た
被
災
地
に
お
け
る
僧
侶
の
支
援

活
動
を
踏
ま
え
、
困
難
な
状
況
に
置
か
れ

て
い
る
方
々
を
、宗
教
者
が
現
場
に
赴
き
、

自
身
の
活
動
を
通
じ
て
実
際
に
支
援
す
る

姿
を
、
世
界
の
宗
教
者
へ
発
信
す
る
機
会

と
す
る
べ
く
、日
本
大
会
実
現
に
む
け
て
、

諸
機
関
と
の
調
整
を
推
進
し
て
い
く
。

財
団
創
立
六
十
周
年
記
念
事
業

第
一
回
実
行
委
員
会
開
催



   10月（1日~15日）  
1日▶	 第31期第1回広報委員会開催
		�   東京・大和証券（株）本店
		  広報委員会研修会開催� 東京・大和証券（株）本店
2日▶	 （株）三井住友銀行佐藤氏来局� 本会会議室
		  東京プリンスホテル秋山氏来局� 本会会議室
		  真言宗豊山派宗務所訪問� 東京・真言宗豊山派宗務所
3日▶	 財団創立60周年記念事業事務局会議� 本会会議室
		  朝日ビジネスソリューション（株）木村氏来局
� 本会会議室
		  （公財）日本宗教連盟幹事会出席� 東京・新宗連会館
6日▶	 �三菱UFJモルガン・スタンレー証券（株）佐藤氏他来局

� 本会会議室
		  �自由民主党組織運動本部長田中和徳衆議院議員訪問
� 東京・自由民主党本部
		�  自由民主党組織運動本部団体総局主任岩松広樹氏来局
� 本会会議室
		  近畿日本ツーリスト（株）山崎氏来局� 本会会議室
7日▶	 愛媛県仏教会内藤卓洲副会長来局� 本会会議室
		  第31期第1回WFB日本センター運営委員会開催
� 本会会議室
		  中華民国103年国慶節祝賀レセプション参加
� 東京・ホテルオークラ本館1階「平安の間」
8日▶	 綜合警備保障（株）城東支社宍戸氏来局� 本会会議室
		  無料法律相談室	
		  第3回宗派代議員会議開催� 大阪・あべのハルカス
		  京都マラソン事務局訪問
� 京都・京都マラソン事務局
9日▶	 第1回InterFaith日本実行委員会開催
� 京都 ・立正佼成会普門館
		  「同宗連」主催第29回教団行政責任者研修会参加
� 京都・ホテルグランヴィア京都
10日	▶	日本テンプルヴァン（株）井上氏来局	 � 本会会議室
		  第3回都道府県仏教会・仏教団体代議員会議開催
� 静岡・アクトシティ浜松内研修交流センター
13日	▶	第27回WFB世界仏教徒会議中国大会出席（~18日）
	 � 中国 ・宝鶏市
		  �第27回WFB世界仏教徒会議中国大会記念ツアー開催

（~17日）	 � 中国 ・宝鶏市他
14日▶	 寺子屋ネット三吉氏来局� 本会会議室
		  （株）安田松慶堂来局� 本会会議室
15日	▶	（公財）国際仏教興隆協会正本事務総長来局� 本会会議室
		  自由民主党岸信夫衆議院議員事務所訪問
	 � 東京 ・衆議院第一議員会館

   10月（16日~31日）  
16日	▶	曹洞宗宗議会出席� 東京・曹洞宗宗務庁
		  （株）時事通信社渡辺氏来局� 本会会議室
		  長野県仏教会理事会出席� 長野・THE SIHOKUKAN HOTEL
17日	▶	第48回仏教伝道文化賞贈呈式出席
� 東京・仏教伝道センタービル
		  第60回長野県仏教徒長野大会出席
� 長野・ 長野県県民文化会館
		  第36回埼玉県佛教徒大会出席� 埼玉・寄居町中央公民館
		  朝日ビジネスソリューション（株）木村氏来局
� 本会会議室
20日▶	 財団創立60周年記念事業事務局会議� 本会会議室
21日	▶	曹洞宗宗務庁訪問� 東京・曹洞宗宗務庁
		  インド大使館ラム参事官来局� 本会会議室
		  第61回（公社）全日本仏教婦人連盟大会出席
� 東京・東京會舘
		  BNN企画委員会出席� 東京・庭野平和財団
		  東京都仏教連合会新倉典生事務局長来局� 本会会議室
22日	▶	日本空輸（株）山中氏他来局� 本会会議室
		�  財団創立60周年記念事業第1回実行委員会及び各部会

開催� 東京・増上寺会館
23日▶	 無料法律相談室
		  野村證券（株）塚嵜氏来局� 本会会議室
		  第31期第2回支援検討会議開催� 本会会議室
		�  第27回WFB(世界仏教徒連盟）世界仏教徒会議中国大

会報告会開催� 東京・明照会館
24日▶	 局内会議� 本会会議室
		�  自由民主党組織運動本部、社会教育・宗教関係団体委員

長木原稔衆議院議員来局� 本会会議室
27日	▶	（一社）仏教検定協会今田代表理事来局� 本会会議室
		  （株）阪急阪神トラベル鈴木氏他来局� 本会会議室
		  SMBC日興証券（株）中村氏他来局� 本会会議室
		  （株）三井住友銀行佐藤氏来局� 本会会議室
		  インド祭 「インド古典舞踊モヒニアッタム公演」出席
� 東京・シアター 1010
28日▶	 文部科学省文化庁宗務課萬谷課長来局� 本会会議室
29日▶	 平成26年度愛媛県仏教会評議委員会臨時総会出席
� 愛媛・（株）寺田商店内浜本館
30日▶	 真宗大谷派宗務所訪問� 京都・真宗大谷派宗務所
		  第9回理事会開催� 京都・真宗大谷派宗務所
31日	▶	本能寺及びホテル本能寺訪問� 京都・本能寺
		  京都マラソン事務局訪問� 京都・京都マラソン事務局
		  朝日ビジネスソリューション（株）木村氏来局
� 本会会議室
		  全日本葬祭業協同組合連合会松本専務理事来局
� 本会会議室

事務総局録事

公益財団法人 全日本仏教会　人権問題連絡協議会　講演会

「特定秘密保護法」について考える
日時 1月15日（木） 午後2時～／会場  築地本願寺【ブディストホール】

お問合せは　全日本仏教会 社会・人権部　℡03-3437-9275まで
講師　江藤洋一氏 （弁護士　日弁連秘密保護法対策本部本部長代行）／福山哲郎氏 （参議院議員　民主党政策調査会長）
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寺院が知っておきたい法律知識

　宗教法人運営のための法律入門⑥　
備付書類の写し 所轄庁への提出義務
　宗教法人は、備付を義務付けられた書類のうち、下記の書類の写しを年に１度所轄庁に提出しなければ
なりません（宗教法人法第25条４項）。

提出する書類

　上記書類の提出期限は、毎会計年度終了後４月以内に提出します。会計年度が３月３１日に終了であれ
ば、７月３１日までに提出します。
　この目的は、宗教法人がその規則等に従って、その目的に沿った活動を行っているかどうかを所轄庁が
継続的に確認するためです。所轄庁の権限を適正に行使させるために、法律が宗教法人に対して提出を求
めているわけです。

所轄庁の権限

　提出された備付書類（写し）の取り扱いにあたって所轄庁は、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重
し、信教の自由を妨げることのないよう特に留意しなければなりません（宗教法人法第25条５項）。

　所轄庁へ提出された宗教法人の備付書類の写しは、公務員法上の守秘義務の対象になります。登記事項
として公開されていない事項は一般には知られてはいませんし、これらの書類は信教の自由や宗教行政の
適正な遂行が害されるおそれがありますから、公務員がみだりにこれを漏洩すると罰せられることとなり
ます。

　提出された備付書類の写しは、公文書として情報公開法や情報公開条例で開示要求があっても開示され
ません。所轄庁に提出された書類は、所轄庁が受け取ることによって行政文書になりますが、提出された
書類は全て不開示情報（開示すると違法）とされています。

　次号では、個人情報保護法について述べてみます。
� 全日本仏教会顧問弁護士　長谷川 正浩 監修

Ⅰ 役員名簿
Ⅱ 財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合は貸借対照表
Ⅲ 公益事業や公益事業以外の事業を行っている場合には、その事業に関する書類

Ⅰ 規則を認証すること
Ⅱ 規則の変更を認証すること
Ⅲ 認証から１年以内に限って認証を取消すこと
Ⅳ 宗教団体であること等に疑いがあると認めるときに報告を求めたり質問したりすること
Ⅴ 公益事業以外の事業について１年以内の停止命令をすること
Ⅵ 裁判所に対し、宗教法人の解散命令を請求することができる


